
 

 

 

長野市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業の皆様が、事業の発展と経営の安定のために必

要とする資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて「長期・

固定・低利」の融資を行う制度です。 

融資にあたっては、組合貸付資金を除き長野県信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保

証料については市が一部もしくは全部を補給(補助)します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長長野野市市中中小小企企業業振振興興資資金金融融資資制制度度ににつついいてて  

【市融資制度のしくみ】 
長野県信用保証協会 

◇金融機関から事業資金を借入する際に公的な

保証人になって借入を容易にします。 

◇金融機関を通じて保証依頼を受け、審査を行

い、保証の諾否を決定します。 

中小企業者等 

◇取扱金融機関へ相談し、保証協会の

保証内諾を受けます。 

◇保証内諾後、融資あっ旋申込書等を

長野商工会議所・長野商工会・信州

新町商工会の経営指導員・支援員、

長野県中小企業団体中央会担当者の

いずれかへ提出します。 

金融機関 
◇中小企業者等から融資相談を受け、保証協会

から内諾を得ます。 

 

 

◇保証協会に保証申込みをして保証決定を受け

ます。 

 

 

◇資金の融資を行います。 

長野市 

◇融資条件を定めます。 

◇融資のための原資として金融機関に預託金を

預けます。 

◇融資あっ旋申込書の審査をして、金融機関に

融資あっ旋を行います。 

◇信用保証料等の補給を行います。 

①融資 

相談 

⑦融資 

③′ 

保証 

依頼 

⑥′ 

保証 

決定 

③申込書 

提出 
④実地  

調査 

各機関の経営指導員等 

◇融資あっ旋申込書等を受付けます。 

◇申込書受付後、実地調査を行います。 

◇実地調査後、市へ融資あっ旋申込書

を提出します。 
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１ 原則として市内に事務所または事業所を有し、１年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人

または個人事業者（創業支援資金、市内進出支援資金、災害対策資金の場合は除く） 

２ 納期到来分の市税に未納の無い方 

３ 許認可等を必要とする業種については、融資申込者名義の許認可証がある方 

４ 信用保証協会の定める保証対象業種を営んでおり、信用保証協会の保証を得られる方 

５ 市内において１年以上継続して事業を営んでいる者により構成されている中小企業団体等（組合貸

付資金に限る） 

相談窓口 住 所 電話番号 

長野市役所 商工労働課 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613番地 224-8342 

長野商工会議所 本所 〒380-0904 長野市七瀬中町 276 227-2428 

長野商工会議所 篠ノ井支所 〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田 895-1 292-0808 

長野商工会議所 松代支所 〒381-1231 長野市松代町松代 1361 278-2534 

長野市商工会 本所 〒381-2205 長野市青木島町大塚 881-1 284-3053 

長野市商工会 若穂支所 〒381-0101 長野市若穂綿内 7827-2 282-4096 

長野市商工会 川中島支所 〒381-2226 長野市川中島町今井 1699 284-4073 

長野市商工会 西部支所 

（七二会・信更・大岡・中条地区担当） 
〒381-3163 長野市七二会己 979-2 229-2808 

長野市商工会 豊野支所 〒389-1105 長野市豊野町豊野 995-6 257-2080 

長野市商工会 戸隠支所 〒381-4101 長野市戸隠 1484-2 254-2541 

長野市商工会 鬼無里支所 〒381-4301 長野市鬼無里 1658-1 256-3347 

信州新町商工会 〒381-2405 長野市信州新町新町 31-2 262-2138 

長野県中小企業団体中央会 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 228-1171 

１ 相談窓口 

２ 申込みできる方 


